
警察庁より新型コロナウイルス感染症対策について通達が発出 

 

 2020 年４月 13 日付けで警察庁より、運転免許行政における今後の新型コロナ

ウイルス感染症対策について（通達）が発出されました。 （一部抜粋） 

 

教習関係  

 

ア 仮免許  

仮免許の有効期間については、法第 87 条第６項の規定に基づき、当該仮免許

に係る適性試験を受けた日から起算して６月とされているところであるが、当

該期間の末日までに申出があれば、仮免許証の裏面備考欄への記載により、運転

可能期間の末日を指定すること。 

運転可能期間は、当初の仮免許の有効期間が経過した日から起算して緊急事

態期間を加えた期間が経過するまでの間とする。 

 

 イ 教習期間  

道路交通法施行規則（「以下 規則 という」） 第 33 条第５項第１号ラ等にお

いては 普通免許等に係る教習期間について９月以内を基準とする旨が規定さ

れているところであるが 「指定自動車教習所業務指導の標準について（通達 

（令和２年４月 13 日付け 警察庁丙運発第７号） に基づき教習を一時中断せざ

るを得ないような事態 ） 、 における当該中断期間の教習期間算定からの除外

等、弾力的な運用を図ること。 

 

  


